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1. 建築基準法の改正に関する建築主、一般消費者への周知徹底 
建築基準法の改正は、建築物の質を確保する事を目的とした「厳格化」を

目指したものであり、確認申請の段階で完成度の高い設計図書の作成が求め

られている。この事により、設計及び工事監理に関して業務量の増加が生じ

ており、必然的に設計期間が長期化している。これらの事に関して、設計者、

施工者に限らず、特に、建築主や一般消費者に対し、広く周知徹底を行って

頂きたい。 

 

2. 法運用の統一的基準の整備 
全国の行政庁をはじめ指定確認検査機関や設計者においては具体的運用

が統一されておらず、その取扱について混乱を招いている。この混乱を解消

するために、国土交通省主導による法運用に関わる統一された基準の整備を

早急に進めて頂きたい。 

 

3. 事前相談の恒久的対応 
図面の差し替えや訂正に制限がある現行法規においては、必要図面や添付

資料の過不足等の確認を目的とする事前相談にて予備的な審査を実施する

ことは、有効かつ必要不可欠である。期間限定での実施では無く恒久的な制

度として実施されるよう特定行政庁や指定確認検査機関に指導して頂きた

い。 

 

4. 計画変更等の柔軟な対応 
建築の設計は施工が始まってからも継続的に行われる。そのため、ほとん

どの工事で設計変更の確認申請をしなければならなくなる。その確認申請が

終わるまで工事の停止が求められており、その経済的な影響が懸念される。

各建築関係団体で様々な資格制度を認定していることや、今後の建築士法改

正により構造や設備に関して新たな資格が新設されると、より高度な設計技

術を持った設計者が明確になることなどを考慮し、多くの実務実績を持ち社

会的信頼に値する建築士（注１）が行う場合には従来どおり、完了検査前ま

でにまとめて変更の確認申請ができる等、建築士を基本的に信頼した柔軟な

法運用の仕組みを御検討頂きたい。 

 

（注１）専攻建築士、登録建築家、建築構造士、建築設備士を兼ねる建築士、構造設

計一級建築士、設備設計一級建築士を想定 

 

5. ２段階による確認申請方式の検討 
再開発ビル、コーポラティブ住宅、ハイテク工場等のスケルトンインフィ

ル的建築設計が進められる建築物においては、申請時に全ての設計を完結す

ることが事実上不可能であるため、例えば、躯体部分と内装部分の 2段階で

行う等、確認申請の新しい方式の可能性を御検討頂きたい。 
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6. 住宅等、小規模建築物問題への柔軟な対応 
・２級，木造建築士の業務実態を考慮し、少なくとも多くの実績を持ち、地

域での信頼を得ている建築士については、個人住宅等の小規模建築につい

ては構造計算書の提出を必要としないなどの緩和規定を設ける柔軟な対

応を御検討頂きたい。 

    ・沖縄においては、住宅建設を鉄筋コンクリート造とすることが一般的であ

るため、今回の改正により、建主に対する負担が、他都道府県に比べ過重

となっている事が類推される等、法改正の影響に地域による格差が生じて

いる。これらの実情を考慮して頂き、2 階建て以下の低層住宅に関して、

法第 41 条に準じて、地方公共団体の条例による、法第 20 条の制度が緩和

できる方策を設けることをご検討頂きたい。 

 

7. 既存建築物の増改築問題への柔軟な対応 
現在の段階での地方の硬直的な確認業務のやり方では多くの場合、建築主

に「適合かどうか決定することが出来ない旨の通知書」が渡され、予算を含

め、工事中止に追い込まれることになり、社会的、経済的に大きな悪影響を

及ぼすと危惧されている。この問題への解決策として、例えば、以下に示す

ような柔軟な対応策が考えられないか御検討頂きたい。 

・ 社寺仏閣等を始めとする伝統的建築物への緩和処置 

・ 既存建物へのエキスパンションジョイントを設ける増築に対し、構

造的別棟扱いにする等の緩和処置 

 

8. 構造計算適合性判定への的確な対応 
・構造計算適合性判定の必要な物件については、その事前相談が確認申請業

務と連携して行える仕組みを御検討頂きたい。 

・大臣認定プログラムの遅れが生じているものの、判定員の人員不足が生じ

ており、確認申請の長期化の要因となっている。構造計算適合性判定が滞

りなく実施されるよう、判定員の人員に関して、適切な配置及び増強を御

検討頂きたい。 

 

9. 制度的改善の継続的検討 
改正建築基準法の運用が始まり 4カ月が経過し、貴省より数回に渡り技術

的助言等が提示された。今後も法の円滑な運用を目指し、建築主、申請者、

建築主事、確認検査員等の意見を取り入れ、継続的に制度的改善を行うこと

を御検討頂きたい。 

当日本建築士会連合会は、その検討に全面的に協力する所存である。 

 

 

 




